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管 内 の 概 要
１ 管内の概要
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Ⅰ

面積（km2） 人口（人）

県全体 (ａ) 13,783.90 1,808,992

管 内 (ｂ) 2,406.24 519,278

割合 (ｂ／ａ) 17.5％ 28.7％

「福島県勢要覧」より
〔市町村勢一覧〕

(令和2年１０月１日現在)
「福島県の推計人口」より

(令和３年６月１日現在)

当事務所は、県中地域の12市町村（郡山市、

須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡及び田村郡の

3市6町3村）を所管しており、東日本大震災で被

害が甚大であった浜通り地区を含む他の県内６つ

の生活圏すべてと接しています。

その面積は約2,406k㎡で県土の約17.5%、人

口は約５１９千人で県人口の約2８.７%を占めて

います。

中央部に阿武隈川が南北に流れ、その周辺の平

坦地に郡山市や須賀川市の中心市街地が形成され、

その周囲を猪苗代湖や奥羽山脈、阿武隈高地など

豊かな自然が取り囲んでおり、都市的利便性と大

自然の恵みがともに享受できる地域です。

また、福島空港、東北縦貫自動車道、磐越自動

車道、あぶくま高原道路及び東北新幹線等の交通

体系に恵まれ、高い産業集積や高次都市機能の集

積が充実しています。

令和３年度からは第２期復興・創生期間がス

タートします。残る震災からの復興事業の完了を

図り、令和元年東日本台風等を踏まえた総合的な

防災・減災対策を加速するとともに、地方創生を

しっかりと形にしていくための県中地域の将来像

を見据えた社会資本の整備を進めます。
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道路のライブカメラの位置

道路以外のライブカメラの位置

・県中建設事務所のホームページより
道路の路面状況などを確認すること
ができます。
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県中地域

福島県

２ 県中地域の特性

（１） 県の経済の要

（２） 人口の推移

県中地域の県内に占める人口や年間商品販売額の割合（％）は、面積のそれを大きく上回っ
ており、このことからも、県中地域が福島県の経済の要となっていることがわかります。

（３）県中管内の産業別就業者数
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（資料：各種統計資料より）

(令和３年)

(平成30年)

(平成29年)

(平成28年)

(令和2年)13,784

1,810,721

2,113
51,204

49,009

( 17.5% )

( 28.7% )

( 27.9% )

( 23.5% )

( 36.4% )

福島県全体 1,808,992人

令和３年６月１日現在（資料：福島県の推計人口より）

※仮設住宅等に居住されている方は、出身地の人口数としています。
※H15～H27の人口は平成27年国勢調査によります。

千人

県中管内 519,278人

製造業

18%

卸売業，小売業

15%

医療，福祉

10%

建設業

10%
農業，林業

6%

運輸業，郵便業

5%

宿泊業，飲食サービス業

5%

その他の産業

31%

（資料：平成27年国勢調査より）



（４） 県中管内の主な観光地等の観光客入り込み客数
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県中管内の令和元年度の総観光客数は8,877,665人(前年度比10４.４%)で、県内の総観光客
数56,343,689人(前年度比 100.0%)の約1６％にあたります。

郡山うねめまつり
300,000

岩瀬牧場
28,000羽鳥湖

87,429

三春滝桜
190,163

夏井千本桜
44,400

あぶくま洞・
入水鍾乳洞

205,960

須賀川牡丹園
44,548

郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ
1,392,038

湖南七浜湖水浴場
50,903

浅川の花火
40,000

こどもの国ムシムシランド
18,348

高柴山
41,630

ｼﾞｭﾋﾟｱﾗﾝﾄﾞひらた
104,784

郡山石筵ふれあい牧場
76,658

三春の里
田園生活館

219,496

磐梯熱海温泉
803,531

母畑・石川温泉
189,708

松明あかし
130,000

越代のサクラ
18,500

（資料：福島県観光客入込状況令和元年分より）須賀川松明あかし

夏井千本桜

三春滝桜

郡山中心市街地

福島空港
猪苗代湖

羽鳥湖

ﾋﾞｯｸﾊﾟﾚｯﾄ
508,440

平田村

・観光客入り込み客数の推移（人）

H27 H28 H29 H30 R元
県中管内 7,090,383 8,152,880 8,265,591 8,500,562 8,877,665

県内 50,313,090 52,763,904 54,494,200 56,336,323 56,343,689



３ 管内の現況
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福島県(a) 県中(b) 割合(b/a)（%） 備 考

市町村数 59 12 20.3 3市6町3村

面積 （km2） 13,784 2,406 17.5 

人口 （人） 1,808,992 519,278 28.7

① 道路の現況
資料：国県道現況調書より（令和2年4月1日現在）

改良済延長 舗装済延長

道路種別 路線数 実延長(a) （5.5m未満を含む） （簡易舗装含む）

（m） 延長(b) 改良率(b/a) 延長(c) 舗装率(c/a)

（m） （%） （m） （%）

一般国道 5 249,619 243,766 97.7 249,619 100.0

主要地方道 31 516,577 452,971 87.7 514,210 99.5

一般県道 68 489,817 344,127 70.3 477,632 97.5

（内あぶくま
高原道路）

1 22,371 22,371 100.0 22,371 100.0

（県道計） 99 1,006,394 797,098 79.2 991,842 98.6

合 計 104 1,256,013 1,040,864 82.9 1,241,461 98.8

福島県 386 5,742,031 4,528,499 78.9 5,566,021 96.9

（２） 公物管理の概況

（１） 管内の面積・人口

※一般国道には、国管理道路を含まない。
※あぶくま高原道路管理事務所が管理している道路の延長。

資 料 ： 福島県の推計人口より （令和３年 ６月１日現在）
福島県勢要覧（市町村勢一覧）より（令和２年１０月１日現在）
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④ 港湾の現況 資料：港湾台帳より（令和2年4月1日現在）

港湾名 種類 桟橋 浮桟橋 物揚場 広場 護岸

（m） （m） （m） （m2） （m）

湖南港 地方港湾 40.0 102.0 163.0 1,561.5 1,160.5

③ 砂防の現況
資料：砂防・急傾斜地・地すべり指定台帳より

（令和３年３月31日現在）

指 定
箇所数

指定面積 危険渓流数
概成数(b)

整備率(b/a)

（ha） 危険箇所数 要対策箇所(a) （%）

砂防指定地
(1,509) (14,426.9) (4,272) (1,667) (353) (21.2)

166 1,641.8 1,124 290 32 11.0

急傾斜地崩壊危険区域
(490) (520.4) (4,274) (1,200) (433) (36.1)

111 133.5 949 214 99 46.3

地すべり防止区域
(75) (2,302.3) (143) (142) (64) (45.1)

4 46.0 10 10 4 40.0
※上段（ ）は、県合計

② 河川の現況
資料：河川現況調書より（令和2年3月31日現在）

延長(a)
要改修延長

(ｂ)
完成延長

(ｃ)
暫定延長

(ｄ)
河川改修率（%）

水系名 河川数 （m） （km） （km） （km） 完成(c/b) 暫定(d/b)

一級河川 68 666,567 426.4 160.5 122.3 37.6 28.7

阿武隈川 58 576,488 389.5 148.0 107.5 38.0 27.6

阿賀野川 9 87,679 36.9 12.5 14.8 33.9 40.1

久慈川 1 2,400 － － － － －

二級河川 19 151,207 86.4 35.9 11.0 41.6 12.7

合 計 87 817,774 512.8 196.4 133.3 38.3 26.0

福島県 491 4,641,890 2,580.9 1,242.3 664.8 48.1 25.8

※河川には直轄管理区間を含まない。
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⑤ 県営住宅の現況（県営住宅＋特別県営住宅＋復興公営住宅）

資料：県営住宅管理台帳より（平成31年4月1日現在）

市町村名 県営住宅 特別県営住宅 復興公営住宅 合計

郡 山 市 (戸)
(11)

1,719 
(2)
40 

(8)
570 

(21)
2,329

須賀川市 (戸)
(3)

159 
(3)

159

田 村 市 (戸)
(2)
18 

(2)
18

三 春 町 (戸)
(1)
92

(1)
92

合 計
(14)

1,878
(2)
40 

(11)
680 

(27)
2,598

⑥ 営繕工事事務取扱要領第３の規定に基づき補修工事を行っている県有建築物の現況
資料：営繕課調査より
（令和3年4月1日現在）

知事部局 教育庁 警察本部 合 計

職員公舎
棟 9 17 26 52

戸 98 83 270 451

⑦都市公園の現況
資料：都市計画年報より（平成31年3月31日現在）

計画面積(ha) 供用面積(ha)

逢瀬公園 32.5 17.3

福島空港公園 328.6 52.1

※福島空港公園は福島空港事務所で管理しています。

資料：営繕課調査より
（令和3年4月1日現在）

構造階層
延べ床面積

（m2）

郡山合同庁舎 ＲＣ３ 7,101

三春合同庁舎 ＲＣ２ 1,434

※上段（ ）内は、団地数



１ 内部組織

２ 仕事の内容

（令和3年4月1日現在）

行 政 機 構
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三 春
土木事務所

須賀川
土木事務所

石 川
土木事務所

県中建設事務所

管
理
担
当

企
画
管
理
部

Ⅱ

建
築
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宅
部

建
築
住
宅
課

河
川
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防
課

所

長

総

務

課

業

務

課

総

務

課

業

務

課

総

務

課

業

務

課

あぶくま
高原道路

管理事務所

所

長

県中建設事務所のとりまとめの課です。入札の執行や予算の管理もしています。

道路法や河川法など、いろいろな法律に関わることの窓口の課です。

県営住宅の入居申込や国土交通省所管の国有財産の管理などもしています。

公共事業を実施するための土地の取得や建物などの補償をしています。

県中管内の県の土木行政に関する各種中長期計画の策定、施策の企画調整を行って
います。

地域づくり、まちづくりに関すること、市町村の技術支援を行っています。

県庁、土木事務所等と連携した維持管理計画の策定、管理情報のデータ収集・分
析、危機管理体制の総括等に関することを行っています。

郡山市内の県管理土木施設（道路・河川・公園・港湾等）の維持管理、災害復旧事
業、除雪に関することなどを行っています。地域密着型の事業を実施しています。

入札事務のうち、総合評価方式に関する審査・調整を行っています。また、工事の
品質確保や適正な執行に対して、助言・指導を行っています。

道路並びに橋梁、トンネル等の特殊構造物について、調査、計画の策定から工事の
実施までの全てを担当しています。

河川・砂防・急傾斜地・地すべり・港湾について、計画から工事までの全てを担当
しています。大きな河川災害などがあったときは、改良復旧事業を行います。

千五沢ダムに治水機能を付加させるためのダム再開発事業を担当します。

建築基準法に関する確認を行っています。

県営住宅や県の建物の建設・維持管理をしています。

土木事務所のとりまとめの課です。入札の執行や予算の管理もしています。

田村市、三春町、小野町内の県管理土木施設の維持管理、災害復旧事業、除雪に関
することを行っています。地域密着型の事業を実施しています。

土木事務所のとりまとめの課です。入札の執行や予算の管理もしています。

須賀川市、鏡石町、天栄村内の県管理土木施設の維持管理、災害復旧事業、除雪に
関することを行っています。地域密着型の事業を実施しています。

土木事務所のとりまとめの課です。入札の執行や予算の管理もしています。

石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町内の県管理土木施設の維持管理、災害復
旧事業、除雪に関することを行っています。地域密着型の事業を実施しています。

あぶくま高原道路
管理事務所

あぶくま高原道路の維持管理、災害復旧、除雪に関することを行っています。

道路課

事業部

総務課

行政課総務部

企画管理部

用地課

企画調査課

管理課

専門技術管理員

　－

三春土木事務所

須賀川土木事務所

石川土木事務所

河川砂防課

ダム建設課

建築住宅課

総務課

業務課

建築住宅部

総務課

業務課

総務課

業務課
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県中建設事務所予算一覧

（単位：百万円）

令和３年度予算
１

Ⅲ

県中建設事務所予算の推移 （Ｈ２３、H２８～ R３）

※１ 繰越額に受託営繕事業は含まない。

（百万円）
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15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H23

当初

H23

最終

H28

当初

H28

最終

H29

当初

H29

最終

H30

当初

H30

最終

R元

当初

R元

最終

R2

当初

R2

最終

R3

当初

科目

令和２年度 令和２年度 令和３年度
伸び率
（A/B)

当初予算額 最終予算額 当初予算額

（B) （A)

土木費 33,363.6 38,783.3 12,741.9 0.38

土木管理費 330.5 337.１ 237.8 0.72

道路橋りょう費 25,608.8 26,992.１ 6,290.5 0.25

河川海岸費 6,491.5 10,430.6 5,125.0 0.79

港湾費 29.5 23.4 7.5 0.25

都市計画費 485.6 620.6 415.4 0.86

住宅費 417.7 379.6 665.7 1.59

災害復旧費 0.2 811.8 2,098.6 10,493.00

総務費 34.9 31.9 68.6 1.97

民生費 34.1 15.9 36.8 1.08

衛生費 0.0 0.0 0.0 0.00

労働費 0.0 0.0 0.0 0.00

小計 33,432.8 39,642.9 14,945.9 0.45

受託営繕事業 4,607.6 4,526.0 4,120.5 0.89

繰越額 30,972.2 29,934.9 38,161.6 1.23

合計 69,012.6 74,103.8 57,228.0 0.83
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（単位：百万円・％）

土木部予算の推移 （Ｈ２3、H25～ Ｒ3）

（百万円）

２ 福島県及び土木部予算一覧

※下段（ ）は対前年度比

102,993 106,398
99,050

309,851

252,945

209,984

247,487

232,871

292,054

240,385

348,043

315,146
320,767

337,119

290,967
279,085

222,300 223,901

280,205

99,050

247,487

292,054

348,043
320,767

290,967

222,300

280,205

314,973

173,316

309,851

232,871
240,385

315,146

337,119

279,085

223,901

388,956

337,196 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

H23 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ3

当初予算額 最終予算額

区 分 H23 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

県予算

当初予算額 900,034 1,731,970 1,714,513 1,899,421 1,881,925 1,718,373 1,447.21 1,460,328 1,441,836 1,258,514

（A） （99.8) (109.9) (99.0) (110.8) (99.1) (91.3) (84.2) (100.9) (98.7) (87.3)

最終予算額 2,371,475 1,773,702 1,990,269 2,063,605 2,083,573 1,547,200 1,348,988 1,515,966 1,515,199 ―

（B） （255.0) (98.2) (112.2) (103.7) (101.0) (74.3) (87.2) (112.4) （99.9） ―

土木部 当初予算額 99,050 247,487 292,054 348,043 320,767 290,967 222,300 280,205 314,973 173,316

予算 （C） (96.2) (97.8) (118.0) (119.2) (92.2) (90.7) (76.4) (126.0) (112.4) (55.0)

最終予算額 309,851 232,871 240,385 315,146 337,119 279,085 223,901 388,956 337,196 ―

（D） (291.2) (110.9) (103.2) (131.1) (107.0) (88.6) (80.2) (173.7) （86.7） ―

構成比 当初予算額
11 14.3 17 18.3 17 16.9 15.4 19.2 21.8 13.8

（Ｃ）/（Ａ）

最終予算額
13.1 13.1 12.1 15.4 15.1 18 16.6 25.7 22.3 ―

（Ｄ）/（Ｂ）
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e 通学路などの歩道整備を進め、安全な歩行空間を確保します。
f 公共土木施設の長寿命化を図るなど、計画的かつ効果的な維持管理を行います。
また、公共土木施設の包括的維持管理を実施するとともに、将来に向けた維持管理手
法の検討に取り組みます。

g 県営住宅の長寿命化を図るため、計画的な改修を推進します。

１ 令和３年度業務運営目標

令和３年度事業計画概要

◆ 「人がつながり、活力に満ちあふれる広域交流圏の形成」のため、地域の活力を
高め、安全・安心を支える社会基盤づくりを進めるとともに、県民の声に耳を傾
け、県民の視点に立った建設行政に取り組みます。

（１）基本方針

（２）業務運営目標

(ア) 令和元年東日本台風等による被災箇所の復旧

(イ) 防災・減災・国土強靱化に向けた総合的な治水対策

a 復興・創生を支援する道路整備の完成に向けた進行管理に取り組みます。
b 県道吉間田滝根線(広瀬工区)は、国と連携しながら早期完成に向け県施工区間の工事

を推進します。
c 国道２８８号(船引バイパス)は、２工区の工事を推進するとともに３工区の用地取得

及び工事を推進します。
d 国道２８８号(富久山バイパス)は、用地取得を推進するとともに富久山大橋の４車線

化工事を推進します。

a 逢瀬川は洪水氾濫を未然に防ぐため、工事を推進します。
b 谷田川は洪水氾濫を未然に防ぐハード・ソフト一体的な整備を推進します。
c 右支夏井川は、用地補償及び工事を推進します。
d 台風１９号により被害のあった氾濫区間や河川合流部等の堆砂除去、伐木を行い氾濫
の防止に努めるとともに、危機管理型水位計の運用により、詳細な水位情報を提供しま
す。

e ソフト・ハードが一体となった砂防・急傾斜地対策を推進し、土砂災害から県民の
命を守ります。

f 砂防いでり沢は、工事を推進します。
g  急傾斜地黒川・久保田地区は、工事を推進します。
h 千五沢ダム再開発事業は、令和５年度の完成に向け工事を推進します。

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

Ⅳ

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保

被災した道路、河川などの災害復旧工事の早期完成を目指します。
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a  国道１１８号(鳳坂工区)は、早期完成に向け、鳳坂トンネル本体・舗装及び設備、一本木
橋等の工事を推進します。

b 県道郡山湖南線(三森Ⅰ工区)は、改良舗装工事等を推進し全区間の供用開始を図ります。

c 県道いわき石川線(石川バイパス)は、早期完成に向け、１工区及び２工区の工事を推進
します。

県民の方々に我々の取組を理解していただけるよう、工事の成果等の公表などマス
コミや市町村広報誌への情報提供、ホームページの活用等により積極的な広報を推進
します。また、継続中の事業についても、適宜状況説明を行います。

イ 広域交流圏と産業拠点の形成

(ア) 過疎・中山間地域の住民生活への支援

すれ違い不能区間の解消など、過疎・中山間地域の住民の日常生活に必要な生活
交通の維持・確保に取り組みます。

ウ 地域づくりや市街地活性化の支援

都市計画道路須賀川駅並木町線（南町工区）は、用地取得を推進し工事に着手します。

エ 積極的な広報活動の推進

(イ) 中心市街地の活性化の支援

(ウ) 地域の魅力アップに繋がる地域づくり

持続可能な地域づくりのため、市町村や地域の方々の意見等を伺いながら地域の
産業やコミュニティーの活性化を支援する施策の展開を図ります。



参考資料

県復興計画の変遷

14

＜３つの基本理念＞
１ 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
２ ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
３ 誇りあるふるさと再生の実現

●県復興ビジョン 平成２３年８月

東日本大震災及び原発事故、新潟・福島豪雨災害からの復旧・復興への取組
【重点プロジェクト】 ○津波被災地等復興まちづくりプロジェクト

○県土連携軸・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト

●第１期復興計画（１次） 平成２３年１２月

●避難の長期化に伴う支援強化
●新たな生活拠点の整備
●帰還を加速する取組 ○ふくしま復興再生道路を位置づけ

●県復興計画（２次） 平成２４年１２月

避難解除等区域等の復興支援のための重点化

●復興の加速化
●新産業の集積
●風評・風化対策の強化 【重点プロジェクト】

○避難地域等復興加速化プロジェクト
○復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト

●県復興計画（３次） 平成２７年１２月

重点プロジェクトの整理・統合

○福島１２市町村の将来像に関する有識者検討会提言 平成２７年７月

○常磐自動車道の全線開通 平成２７年３月

●ふくしま道づくりプラン（復興計画対応版）
計画期間：平成２５年度～平成３２年度

平成２５年３月

・H23～H27「集中復興期間」
→ H28～H32「復興・創生期間」５年間の事業規模６．５兆円（閣議決定）

・これまでの全額国費に対し、１２市町村以外では自治体負担が発生

○平成２８年度以降の復旧・復興事業の新たな枠組みが決定 平成２７年６月

●避難解除等区域の復興を周辺地域から協力に支援
するため、基幹的な道路（高速道、直轄国道等）
に囲まれる範囲を対象とする路線の整備が必要

●平成３０年代前半までの完成を目指す

①小名浜道路 ⑤国道３９９号
②国道１１４号 ⑥原町川俣線
③国道２８８号 ⑦小野富岡線
④国道３４９号 ⑧吉間田滝根線

ふくしま復興再生道路

本県の復興に向けた戦略的道路整備

●復興まちづくりを支援する路線の整備

●浜通軸の早期復旧・整備、生活を支援する道路整備
●浜通りと中通りをつなぐ復興を支援する道路、会津・中通りの東西

連携道路などの整備・強化

・国道１１８号
・国道１２１号
・国道２５２号
・国道４０１号 等

・相馬亘理線
・豊間四倉線 等

津波被災地域の復興支援

道路ネットワーク基盤強化

●復興に向けた常磐道の追加I.C等の整備

○福島復興再生特別措置法の改正 平成２９年５月
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参考資料

第１期復興計画（第３次）に記載されている１０の



参考資料

1６

県民生活の安定と震災・原発事故により疲弊した県内の産業再生に向け、県内の生活圏や隣県と
を結ぶ広域道路ネットワークの強化や国内外との物流拠点として小名浜港や相馬港の整備、ＪＲ常
磐線・只見線の復旧を進め、活力ある県土基盤を構築していきます。

【凡例】

■ふくしま復興再生道路
（８路線）

■基幹的な道路
（１３路線）

■地域連携道路
（１９路線）

■上記を補完する東西連携道路等
■ＪＲ常磐線・ＪＲ只見線
■相馬港・小名浜港
■福島空港

『県復興計画（第３次）』復興を支える交通基盤の整備

（１）本県の復興の基盤となる道路等の整備
（２）物流・観光の復興を支える基盤の整備
（３）ＪＲ常磐線・只見線の早期復旧

福
島
第
一
原
発

原町川俣線

Ｒ
３
９
９

ＪＲ常磐線

相馬港

小名浜港

福島
空港

小名浜道路

浜吉田

広野

会津川口

相馬

小野
富岡線

只見

（相馬福島道路）

ＪＲ只見線

ふくしま復興再生道路
のエリア

Ｒ
１
１
８

富岡

浪江

109,271



谷田川外 災害復旧事業 郡山市田村町地内 外

１７

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ア) 令和元年東日本台風等による被災箇所の復旧

令和元年10月12日から14日の台風19号による大雨により県中建設事務所管内では３７３箇所に
おいて災害が発生するなど甚大な被害を受けました。

県中建設事務所では令和元年度に災害査定を受け、復旧に向け工事を進めてきましたが、令和3年
3月末時点で管内全体で１３７箇所が竣工し、その他の箇所においても鋭意工事を進めております。

地域の安全安心を確保するため一日も早い工事完了に向けて工事を進めてまいりますので工事期間
中地域の皆さんにはご協力お願いいたします。

着手前 完成後

河川名：黒石川筋 箇所名：郡山市田村町細田地内

着手前 完成後
河川名：谷田川筋 箇所名：郡山市田村町谷田川地内

着手前 完成後

河川名：中地川筋 箇所名：郡山市湖南町中野地内



１８

着手前 完成後

着手前 完成後

河川名：桜川筋 箇所名：田村郡三春町大字上舞木字後田地内

着手前 完成後

河川名：夏井川筋 箇所名：田村郡小野町大字夏井字穴子地内

至 大熊町 至 大熊町

河川名：鈴川筋 箇所名：岩瀨郡鏡石町大字成田字河原地内

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ア) 令和元年東日本台風等による被災箇所の復旧
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ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ア) 令和元年東日本台風等による被災箇所の復旧

着手前 完成後

着手前 完成後

路線名：須賀川矢吹線 箇所名：岩瀨郡鏡石町大字成田地内

着手前 完成後

路線名： 須賀川二本松自転車道線 箇所名：須賀川市田中字土内地内

至 大熊町

路線名：白河石川線 箇所名：石川町字王子平地内

至白河

至石川



重点整備区間
L=1.3km

逢瀬川は、猪苗代湖の東方を源流として、馬場川や亀田川と合流し、郡山市の市街地を貫流し阿武
隈川へ流下する一級河川です。

郡山市中心市街地の区間においては、家屋等が近接し、河川断面が狭小であるため、これまで集中
豪雨等により沿川の浸水被害が発生しています。

このことから、郡山市中心市街地における浸水被害の軽減を図るため、河川整備を進めています。

標準横断図

逢瀬川 交付金事業（河川・住関） 郡山市若葉町地内

出水状況（大窪橋周辺）(R1.10)

本河川は、郡山市中心市街地部において沿川に家屋や道路が近接しており、また旧国道４号（逢瀬
橋）下流ではJR橋等もあるため河川断面が小さく流下能力が著しく不足していました。昭和61年８
月台風１０号に伴う洪水により甚大な被害が発生したことを契機に河川改修に着手しました。

旧国道４号より下流区間は河川激甚災害特別緊急事業により河道整備が完了しましたが、旧国道４
号より上流部においても、河川断面が小さく流下能力が不足しています。

このことから、本事業により河道を広げて流下能力を高め、これにより郡山市中心市街地の浸水被
害軽減を図るとともに、出水期における安全安心を確保します。

事業の必要性と効果

全体計画 L= 1.3km
（重点整備区間 L=1.3km）
Ｈ2８年度 大窪橋下部工着手
Ｒ8年度 重点整備区間完成予定

事業概要逢瀬川 全体計画 L=1.3km

激特区間 L=2.2km

・築堤護岸工 ・樋管工 ・移転補償
・仮橋工(咲田橋) ・橋梁下部工(幕ノ内橋)
・旧橋撤去工(幕ノ内橋)

令和3年度の事業内容

位置図

２０

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(イ) 防災・減災・国土強靱化に向けた総合的な治水対策

阿
武
隈
川

大窪橋

現況写真(逢瀬橋～大窪橋)(R3.3) 現況写真(大窪橋～咲田橋)(R3.3)

逢瀬橋

咲田橋



谷田川 補助事業（河川） 郡山市田村町下行合地内 外

台風19号被災状況

事業の必要性と効果

事業概要

谷田川 全体計画 L=4,620m

激特区間 L=4,220m

令和３年度の事業内容

位置図

２１

堤防舗装施工状況 高水護岸施工状況

谷田川は、郡山市東方を源流として、黒石川と合流し阿武隈川へ流下する一級河川です。
令和元年10月12日から14日の台風19号による大雨により谷田川（郡山市田村町下行合地内）で

は堤防が2箇所で破堤するなど甚大な被害が発生しました。
このことから、郡山市中心市街地における浸水被害の軽減を図るため、河川整備を進めています。

本箇所は、昭和61年8月４～5日の災害を受けて昭和６１年度から平成２年度にかけて河川激甚災
害対策特別緊急事業（激特事業）により河川整備を実施しました。

令和元年に発生した台風１９号では豪雨により２箇所で破堤し、浸水住宅戸数約９７９戸、浸水事
業所約３８４社等の甚大な被害が発生しました。

このため、令和２年度から令和７年度にかけて補助事業により河道掘削や護岸工、堤防補強（堤防
舗装、法尻補強等）を集中的に実施し、郡山市中心市街地の浸水被害軽減を図るとともに、出水期に

おける安全安心を確保します。

全体計画 L= ４,６２０ｍ

令和元年度まで 河道掘削工実施
Ｒ２年度 補助事業採択

河道掘削工、護岸工、堤防補強工

・河道掘削工
・護岸工（高水護岸工、低水護岸工）
・堤防補強工（堤防舗装、法尻補強等）

R４９

大橋

谷田川橋

谷田川

低水護岸

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(イ) 防災・減災・国土強靱化に向けた総合的な治水対策

阿武隈川

谷田川



右支夏井川は、黒石山の南方を源流として、小野町中心市街地を貫流し、夏井川へ合流する河川
です。

小野町中心市街地においては、家屋等が密集し、河川断面が狭小であるため、これまで集中豪雨
等により浸水被害が発生しています。

このことから、小野町中心市街地の浸水被害の軽減対策を図るため、河川整備を進めています。

右支夏井川 河川事業（住宅関連） 田村郡小野町大字小野新町地内

②車川～小野橋
・測量、調査、設計
・用地補償
・長生橋(下部工･上部工)の工事
・荒町橋(下部工･上部工)の工事
・右支夏井川及び車川の護岸工事

小野町中心市街地は、JR橋や小野橋等、地形上の問題から河川断面が小さく流下能力が不足し
ています。このため、昭和61年8月の台風10号などの大雨時に浸水被害が発生しています。

本事業により河道を広げることで流下能力を高め、小野町中心市街地の浸水被害の軽減を図り、
出水期における安全・安心を確保します。

事業の必要性と効果

事業概要 令和３年度の事業内容

出水状況：重点改修区間② 小野橋下流(H10.8)

平面図
① Ｌ＝1.0 km

② Ｌ＝1,.0 km

全体計画 Ｌ＝5.4 km

広域河川改修全体計画 L＝5.4km
重点改修区間
①下流工区（小治郎橋～平舘橋）

延長 L＝1.0km
・平成 8年度 事業着手
・平成26年度 完成

②上流行区（稲荷橋～役場裏）
延長 L＝1.0km
・平成26年度 事業着手

２２

現場状況：小野橋新橋の状況(Ｒ３.3)

N

S
W

E

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(イ) 防災・減災・国土強靱化に向けた総合的な治水対策



平面図

いでり沢は岩瀬郡天栄村西部に位置する一級河川鶴沼川の支流であり、流域面積0.084km2、

河床勾配が１／８の土石流危険渓流である。保全対象に人家４３戸、公共施設３棟、公共的施設２
棟、国道１１８号及び村道がある。

本渓流は、土砂災害防止法に基づく土砂災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されてお
り、令和３年３月３日付け国土交通省告示第１４３号により砂防指定地にも指定されている。

いでり沢 砂防施設整備事業 岩瀬郡天栄村大字湯本地内

砂防えん堤工（透過型） N＝１基

平成30年9月末の台風24号による豪雨出水により、既設砂防堰堤から下流域で小規模の土石流

が発生したことにより土砂や流木が下流の人家まで流出し、床上浸水等の被害が発生したことから、
砂防堰堤の施工をもって流出土砂等による被害を未然に防止し、民生の安定を図るものである。

事業の必要性と効果

事業概要 令和３年度の事業内容

出水状況(平成30年9月)：①

平成30年度 測量調査及び地質調査
令和元年度 砂防堰堤予備詳細設計

地下水調査
令和2年度 用地買収及び物件補償

地下水調査
令和３年度 砂防えん堤工

２３

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(イ) 防災・減災・国土強靱化に向けた総合的な治水対策

砂防えん堤
H=4.5m、L=14.5ｍ

H=
4.5

m

L=14.5m

出水状況(平成30年9月)：②

①

②

正面図

スリットイメージ写真



千五沢ダム再開発事業 石川郡石川町大字母畑地内

千五沢ダム再開発事業は、石川郡石川町で昭和50年3月に完成したかんがい専用の千五沢ダム

に治水機能を付加するための改築を行う事業です。
平成26年度に洪水吐改築工事に着手したところであり、令和５年度の完成を目指します。

事業の必要性と効果

・洪水吐き改築工
・測量、設計 等

２４

令和３年度の事業内容

母畑地区の1.985ha農地に対して、かんが
い用水として最大3.088ｍ３/ｓの取水を可
能にします。

○河川流量の維持・既得取水の安定化

北須川の水辺環境への影響を少なくするため
に、一定の河川流量を維持して河川環境を保
全するとともに、沿川の既得取水の安定化を
図るため安定した水の補給を行います。

○洪水調節

戦後最大の被害を与えた洪水（S41.9）に
対して安全となるよう、ダムに水を貯め、洪
水の調節を行います。

○かんがい用水の供給（現在の機能）

ダムの改築

昭和62年5月渇水状況

令和元年10月出水状況

完成後のダム容量配分図

現況（改修前） 将来イメージ（改修後）

改築平面図

洪水吐改築
（ラビリンス型洪水吐）

渇水被害の
解消

▼ダム天端高EL.366.9m
▽SWL.362.7m

▽NWL.357.6m

▽LWL.347.0m

▼基礎地盤高EL.323.9m

洪水調節容量 4,400,000m3

利水容量 6,400,000m3
・流水の正常な

機能の維持 200,000m3
・農業用水 6,200,000m3

堆砂容量
2,200,000m3

有効貯水容量
10,800,000m3

総貯水容量
13,000,000m3

洪水被害の
軽減

越水

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(イ) 防災・減災・国土強靱化に向けた総合的な治水対策



吉間田滝根線は、小野富岡線とともに県復興計画の「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化
プロジェクト」に位置づけられ、浜通りと中通りをつなぐ重要な道路となっています。

広瀬工区は、あぶくま高原道路の小野ICから小野富岡線までの延長Ｌ＝9.2kmの道路です。地域
間の連携強化を促進し、交流人口増による地域の発展と医療・福祉の確保を図ることを目的に、ふく
しま復興再生道路として整備を進めています。

また、広瀬工区の一部区間が、平成28年4月に国直轄権限代行事業として採択されています。

県道吉間田滝根線（広瀬工区） 交付金事業（道路）（再生・復興） 田村市滝根町広瀬地内

○広瀬工区
・道路改良工事
・橋梁上部下部工事
・トンネル工事

矢大臣山前後の急峻で狭隘な区間や小野町中
心市街地などにおいて、安全で円滑な交通に支
障を来しています。

本事業により浜通り地域及び川内村から県中
都市圏、あぶくま高原道路並びに公立小野町地
方綜合病院への良好なアクセスが形成されます。

事業の必要性と効果

○広瀬工区
延長Ｌ＝9.2km
幅員Ｗ＝6.5（9.0-11.0）～7.0（10.5）m

・Ｈ２８年度 国直轄権限代行事業の採択

事業概要

令和3年度の事業内容

２工区
（県施工区間）
L ＝2.6km
W＝7.0(10.5)m

全体計画 Ｌ＝9.2 km Ｗ＝6.5（9.0-11.0）m
～ 7.0（10.5）m

位置図

小野IC

田村市 川
内
村

いわき市

N

S

W E

至 いわき市

矢大臣山

１工区
（国直轄権限代行区間）
L ＝6.6km
W＝6.5(9.0-11.0)m

小野富岡線

２５

小野町

標準横断図

至 いわき市

至 東北自動車道・福島空港

至 あぶくま高原道路

至 いわき市

現場状況（改良部）(R3.3)

現場状況（トンネル部）(R3.4)

至 いわき市

至 あぶくま高原道路

現場状況（小野ＩＣ付近）(R3.3)

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保



至郡山 至郡山

国道288号は、県復興計画の「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト」でふ

くしま復興再生道路に位置づけられ、中通りと浜通りをつなぐ重要な道路となっています。
船引バイパスは、田村市船引町中心部の交通渋滞の緩和とともに良好な市街地環境の形成を図る

ための延長Ｌ＝6.8kmの道路です。

国道288号（船引バイパス） 交付金事業（道路）（再生・復興） 田村市船引町春山地内 外

事業の必要性と効果

○船引バイパス
延長L=6.8km 幅員W=6.5（11.0）m
・H25年度 1工区改良舗装工
・H27年度 １工区開通

（Ｈ27年11月25日）
・Ｈ28年度 ２工区改良工事着手
・H３０年度 ３工区改良工事着手

事業概要

令和３年度の事業内容

11000

2500 8500

750 32503250 1250

5001000

田村市船引町中心市街地は、道路の幅員が狭
いため、大型車の通行に支障を来すとともに交
通渋滞が発生しています。また、国道２８８号
は緊急輸送道路の第二次確保路線に位置づけら
れており、災害発生時に主要拠点を接続する緊
急輸送道路ネットワークの構築を図る必要があ
ります。

本事業により、災害に強い道路ネットワーク
の構築及び田村市船引町中心市街地の渋滞緩和
を図り、安全で円滑な交通を確保します。

○船引バイパス
・２工区 道路改良工事、用地補償、

調査
・３工区 道路改良工事、橋梁下部工事

調査設計 用地補償

２６

標準横断図

１工区 ２工区
L=2.0km

３工区

L=2.1km L=2.7km

全体計画 L=6.8km W=6.5(11.0)m

N

S

W E

至

双
葉
町

至

郡
山
市

位置図

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保

現場状況（２工区）（R元.5） 現場状況（２工区）（R２.１１）



国道288号（富久山バイパス） 交付金事業（道路）（再生・復興） 郡山市富久山福原地内

○富久山バイパス
・橋梁上部工事 ・舗装工事
・用地補償 ・調査設計

事業の必要性と効果

○富久山バイパス
延長Ｌ＝1.7km
幅員W=14.0(25.0)ｍ

・Ｈ１１年度 事業着手

事業概要

令和３年度の事業内容

至三春

２７

位置図

標準横断図

現道状況

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保

L=1.7km  W=14.0(25.0)m
N

S

W E下郷町至

会
津
若
松

至 会津若松

至

白
河

19.0

25.0

3.0 3.0

7.0 7.01.5 1.52.0

3.5 3.5 3.5 3.5

施工状況（橋梁上部工）(Ｒ3.４)

阿武隈川

国道288号は、中通りと浜通りを東西に結んでおり、県内の産業、経済、観光、文化、生活を
支える重要な路線で緊急輸送道路に指定されおり、重要な物流な路線にもなっています。

富久山バイパスは、災害に強い道路ネットワークの構築及び中心市街地の渋滞緩和を図り、安全
で円滑な交通を確保します。

郡山市富久山町の福原地区から北小泉地区は、
道路の幅員が狭いため、大型車の通行に支障を
来すとともに交通渋滞が発生しています。

また、国道２８８号は緊急輸送道路の第二次
確保路線に位置づけられており、災害発生時に
主要拠点を接続する緊急輸送道路ネットワーク
の構築を図る必要があります。

本事業により、幅員狭小区間を解消し、安全
で安心な通行を確保するため、延長L=1.7km
のバイパス整備を進め、交通渋滞の緩和ととも
に良好な市街地環境の形成を図ります。



２８

公共土木施設の長寿命化と効果的な維持管理

公共土木施設等の長寿命化を図るなど、計画的かつ効率的な維持管理を行います。
また、公共施設の包括的維持管理を実施するとともに、将来に向けた維持管理手法の検討に取り組み

ます。

①公共土木施設の長寿命化

県が管理する橋りょうや河川水門については、施設の
長寿命化計画に基づき、計画的な修繕を実施します。
◆橋りょうの長寿命化

県中建設事務所管内では、対象となる橋りょう８７８
橋のうち、橋りょう点検の結果、損傷度が「ランク３」
以上の橋りょうについて、点検から５年以内に補修する
よう計画的に進めています。
◆河川水門・樋門の長寿命化

県中建設事務所管内では、対象となる水門・樋門１２
３基のうち、補修が必要な水門・樋門11基について、
平成３０年度から５年以内に補修するよう計画的に進め
現在、６樋門について補修済みとなっています。

今後とも、効率的な維持管理に努めます。

県中建設事務所管内では、下記４事務所において、
維持管理に関する各種業務を「一括契約・共同受注」
により実施しています。
①県中建設事務所

管内全体の道路の維持管理
②あぶくま高原道路管理事務所

矢吹小野線（あぶくま高原道路）の維持管理
③石川土木事務所

管内全体の道路・河川・砂防施設の維持管理
④須賀川土木事務所

管内全体の道路・河川・砂防施設の維持管理

この取組は、試行事業として位置づけられており、
事業の効果について検討委員会による検証を行いなが
ら業務改善を図っています。

谷田川 北古川樋門

南川放水路 南川水門阿久津橋 点検状況

②包括的維持管理の実施と検証

路面清掃地下歩道徒歩パトロール

夜間道路パトロール 異常気象時道路パトロール（大雪）

谷田川 江下３号樋門あさか歩道橋 点検状況

横塚橋 点検状況

沢又橋 断面修復状況 沢又橋 カゴマット中詰状況

舗装修繕（パッチング） 業務検討委員会道路除草 道路支障木伐採

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保



２９

許認可について

道路法、河川法による占用許可等、建設業法に基づく建設業許可、経営事項審査、宅地建物取引業法

に基づく免許登録、都市計画法による開発許可、建築士法に基づく建築士事務所の定期報告、県営住宅
の入居家賃決定や特殊車両通行許可等の事務を行政課が行っています。

①道路法・河川法

① 車の出入口新設のために側溝蓋を掛けたり交換したり、縁石ブロックを除去等する場合（道路

工事承認）は道路管理者の許可や承認が必要です。
② 河川の自由使用の範囲を超える使用等には、河川管理者の許可が必要です。
③ 申請方法は、申請内容により申請書や添付書類が異なりますので、事前の打合せが必要となり

ます。

②建設業法

① 一定額以上の請負代金の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。

許可に際しては、建設業法に定める要件を満たしていなければなりません。
※ １件の請負金額が1,500万円未満の元請建築工事一式、又は延べ面積が150㎡未満の木造住

宅に関する元請建築工事一式（どちらかの要件を満たせば許可は不要）。 それ以外の工事は、
１件の請負代金が500万円未満の工事は許可不要。
なお、電気工事、消防施設工事、解体工事については、500万円未満の工事の場合でも他法令
に基づく登録等が必要になります。

※ 金額については、消費税込みの金額です。

② 許可を受けた後は、決算年度終了後４ヶ月以内に変更届を、許可の内容に変更が生じた場合は、
所定の期限内に変更届を提出しなければなりません。

③ 経営事項審査は、公共事業を直接請負う場合には、必ず受けなければなりません。
有効期間は、審査基準日（決算日）から１年７ヶ月です。

③宅地建物取引業法

① 宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士登録の申請を受け付けています。

② 宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士登録の内容に変更があった場合は、所定の期限内に
変更届の提出が必要です。

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保
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④都市計画法（郡山市・須賀川市・田村市を除く）

① 都市計画区域において、開発許可又は建築許可が必要な場合は、許可申請が必要となる場合が

あります。

② 市街化調整区域等で建築確認を受ける場合は、都市計画法に適合している旨の証明書（都市計
画法施行規則第６０条による証明書）が必要となります。

⑥県営住宅

県営住宅の入居募集等については、県中地区県営住宅管理室（太平ビルサービス株式会社郡山支店）
に委託しております。

詳しくは、ホームページをご覧ください。（http://fukushima-kenju.com/）

⑤建築士法

① 建築士事務所登録申請等は、指定登録機関（社団法人福島県建築士事務所協会）となっており

ます。（社団法人福島県建築士事務所協会 福島市五月町4-25 TEL024-521-4033）
② 建築士登録申請等は、指定登録機関（社団法人福島県建築士会）となっております。

（社団法人福島県建築士会 福島市中町4-20 TEL024-523-1523）
③ 「設計等の業務に関する報告書」は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に行政課に提出しなければ

なりません。

守山駅西団地(H30.7)平沢団地(H30.7)

ア 県中地域の復興と安全・安心の確保

(ウ) 復興・創生を支援する道路ネットワークの構築と日常の安心・安全の確保
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至 須賀川市至 会津若松市

至 須賀川ＩＣ

イ 広域交流圏と産業拠点の形成

県中建設事務所地域のビジョン

【基本目標】
人がつながり、活力に満ちあふれる広域交流圏の形成

【基本方針】
１ 県中地域の復興と安全・安心の確保
２ 広域交流圏と産業拠点地域の形成
３ 地域づくりや市街地活性化の支援

【重点施策】
１ 復興と安全・安心の確保
２ 産業の集積と高度技術産業などの支援
３ 交流・観光・物流の支援
４ 地域づくりや市街地活性化の支援
５ 自然環境との共生

ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン [H25.3福島県土木部]より



国道118号は、県復興計画の「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト」に
位置づけられ、中通りと会津をつなぐ重要な道路となっています。

鳳坂工区は、急カーブや急勾配を解消し、安全で安心な通行を確保するため、長大トンネルを含
めた延長Ｌ＝3.4kmの道路です。地域間の連携強化を促進し、物流や地域間交流を図ることを目
的に、地域連携道路として整備を計画しています。

国道118号（鳳坂工区） 交付金事業（道路）（再生・復興） 岩瀬郡天栄村大字牧之内地内

○鳳坂工区
・トンネル工事 ・橋梁上下部工工事

・環境調査 ・道路改良工事

鳳坂峠は、標高825mの峠部を通過し急
カーブ、急勾配が連続し、路面凍結による冬期
間の通行が困難で、安全で円滑な交通に支障を
来しています。

本事業により県中地域と会津地域の連携を強
化することで、広域的な物流支援と羽鳥湖高原
の観光を支援、さらに緊急医療の確保が図られ
ます。

事業の必要性と効果

○鳳坂工区
延長Ｌ＝3.4ｋｍ
（トンネル延長L=2.5km）
幅員W=6.０(8.0)ｍ

・Ｈ２５年度 事業着手

事業概要

令和３年度の事業内容

至 下郷町

３２

位置図

標準横断図

現道状況(H24.1)

L=3.4km  W=6.0(8.0)m

N

S

W E

羽鳥湖

白河市

須賀川市
至

下
郷
町

トンネル工事状況(Ｒ３.４)

至 須賀川市

イ 広域交流圏と産業拠点の形成



郡山湖南線は、郡山市中心部と郡山市湖南町を東西に結ぶ重要な幹線道路です。

三森工区は、道路の幅員が狭く、急勾配や急カーブが連続しており、通勤や通学、医療・福祉な
ど日常生活における安全性及び信頼性を高めるため、通行の難所となっている延長L=6.7kmにつ
いて道路を整備しています。

県道郡山湖南線（三森Ⅰ工区） 交付金事業（道路）（再生・復興） 郡山市逢瀬町多田野地内

○三森Ⅰ工区（第２期施工）
・道路改良 ・舗装工事
・法面工事
・流路工工事 ・工事用道路撤去工事

本事業により幅員狭小および線形不良区間の

解消を行い、豪雪地帯である本箇所について、
冬期間においても大型車両の円滑なすれ違いを
可能とし、安全で円滑な交通を確保します。

事業の必要性と効果

○三森Ⅰ～Ⅳ工区
延長L=6.7km 幅員W=6.0（8.0）m

・Ⅰ工区（第２期施工）L=1.3km
・Ｈ17年度 Ⅰ工区（第１期施工）

（H17年12月3日開通）
・Ｈ27年度 Ⅳ工区開通

（Ｈ27年8月3日開通）

事業概要

令和３年度の事業内容位置図・平面図

標準横断図

至 郡山市湖南町

至 郡山市中心部

現道状況(H24.1)

３３

至

郡
山
市
中
心
部

至

郡
山
市
湖
南
町

郡山市

三森Ⅰ工区
L=2.2km

三森Ⅱ工区
L=2.7km

三森Ⅳ工区
L=1.1km

三森Ⅲ工区
L=0.7km

全体計画 L=6.7km

第２期施工
L=1.3km

完了工区 完了工区 完了工区

完了工区
第１期施工
L=0.9km

郡山湖南線

N

S

W E

現場状況（三森Ⅰ工区）(Ｒ３.４)

三森３号橋

至 郡山市街

至 郡山市湖南町

イ 広域交流圏と産業拠点の形成



いわき石川線は、県復興計画の「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト」に位

置づけられ、浜通りと中通りをつなぐ重要な道路となっています。
石川バイパスは、石川町中心部における大型車の円滑な通行と交通渋滞の緩和を図るための延長Ｌ

＝5.0kmの道路です。地域間の連携強化を促進するとともに、南東北の物流拠点である重要港湾小
名浜港から中通りをはじめとする県内各産業集積地への物流を支える路線に位置づけられていること
から、地域連携道路として整備を進めています。

県道いわき石川線（石川バイパス） 交付金事業（道路）（再生・復興）
石川郡石川町大字双里地内外

○石川バイパス
・１工区 橋梁上部下部工事、道路改良工事

舗装工事
・２工区 橋梁上部下部工事、トンネル工事

道路改良工事、舗装工事、
用地補償

石川町中心市街地は道路の幅員が狭いため、

大型車の通行に支障を来すとともに交通渋滞が
発生しています。

本事業により、石川町中心市街地の渋滞緩和
と、物流拠点を連携するネットワークの整備を
図ることで、円滑な交通を確保します。

事業の必要性と効果

○石川バイパス
延長Ｌ＝5.0km 幅員Ｗ＝6.5（11.0）m
・H12年度 １工区の工事着手
・H29年度 ２工区の工事着手

事業概要

令和３年度の事業内容

３４

位置図

石川町

全体計画 L=5.0km W=6.5(11.0)m

古殿須賀川線

標準横断図

至 いわき市

至 国道118号

N

S

WE

飯
野
三
春
石
川
線

１工区 ２工区
L=3.４kmL=1.6km

現道状況（H19.7)

11000500

現場状況（１工区切土区間）(R3.5)

至 国道118号

イ 広域交流圏と産業拠点の形成



都市計画道路須賀川駅並木町線は、JR須賀川駅から中心市街地を南北に縦貫し国道１１８号に
至る骨格道路です。周辺には市役所等の官公庁、病院など多くの公共施設が位置し、駅へのアクセ
ス道であると共に、通学路や福島県第５次地震防災緊急事業五箇年計画で避難路に指定される重要
路線であり、また、二百年以上の歴史を持つ須賀川市最大の夏祭り「きうり天王祭」が本路線にて
行われており、地域の歴史や文化を見直したまちづくりの活動においても重要な役割を担ってるこ
とから、延長Ｌ=0.5kmの街路整備を進め、渋滞解消やにぎわい創出を促進します。

都市計画道路須賀川駅並木町線（南町工区） 交付金事業（街路） 須賀川市南町地内

○南町工区
・電線共同溝工事
・電線共同溝詳細設計、用地補償

南町工区は、道幅が狭く歩道も無いことか
ら、朝夕には交通の渋滞が生じていました。

当該区間を歩車道の拡幅や電線共同溝による
無電柱化を実施することにより、地域の歴史や
文化を活かし、都市防災機能の向上、地域の活
性化を推進します。

事業の必要性と効果

○南町工区
延長Ｌ=０.５km
幅員W=１６.０ｍ

・Ｈ２９年度 事業着手

事業概要

令和３年度の事業内容

至 須賀川駅

位置図

標準横断図

現道状況(H28.4)

L=0.5km  W=16.0m
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W E

須賀川市

至

下
郷
町

出来上がりイメージ（本町工区より）

至 R118

３５

ウ 地域づくりや市街地活性化への支援

(イ) 中心市街地の活性化の支援



３６

ホームページでは、大きく７の項目に分類し、当事務所の事業案内をはじめ、報道機関向けに発表した

資料を掲載しているプレスリリース、入札に関する情報や県営住宅情報などの各種情報をタイムリーに
提供しています。 また、県民の皆さまへ私たちが行っている「代表的な事業の進捗状況」や「県中地域
に関する情報」などの取組内容を正しく理解していただけるよう情報を発信しています。

県中建設事務所のホームページアドレス： http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/

《 ホームページの提供内容 》

① 事務所からのお知らせ
・交通規制、建設発生土の受入れ希望者の公募、主要事業の進捗状況、台風１９号関連情報、

プレスリリースなどを掲載しています。
② 県営住宅情報

・県営住宅の入居申し込みや入居者募集情報などを掲載しています。
③ 入札に関する情報

・発注工事予定情報や入札結果などを掲載しています。
⑤ 各種様式集

・見積もり、契約、工事、行政に関する各種様式集を掲載しています。
⑤ その他トピックス

・管内概要、道路管理日誌などの情報を掲載しています。
⑥ 県中建設事務所の防災情報

・道路情報、雨量や河川の水位などの各種情報を掲載しています。
⑦ 事務所案内

・事務所の案内図などを掲載しています。

当事務所では、県中地域の復興・再生を加速化させるため、職員が一丸となり各種事業等を進めていま

すが、そのなかでも代表的な事業の進捗状況及び工事概要を紹介しています。
事務所入り口の進捗状況のコーナーに備え付け・配布し、ホームページにも掲載しています。

エ 積極的な広報活動の推進

県中建設事務所のホームページ

主要事業の進捗状況



県中建設インスタグラム

ケンチューブ（県中建設ユーチューブ）

復旧・復興や災害復旧の工事などをはじめとした当事務所の取り組みについて、動画サイトである

YouTubeを活用し、動画による広報活動を行っています。
また、掲載している動画については、「広報こおりやま」やホームページ等とも連携して広報してお

り、そちらからも確認することができるように取り組んでいます。

管内における当事務所の取組や活動内容、土木・建築の魅力について、SNSサービスのインスタグラ

ムにより、管内の自然・観光・イベント等も交えながら情報を発信し、不特定多数をターゲットとして
興味を持ってもらうため、定期的に配信しています。また、SNSのみならず、ホームページにも掲載し
ています。

SNS画面 HP画面

県中建設事務所インスタグラムアドレス
https://www.instagram.com/kentyu_public_works_office/

ケンチューブ（県中建設ユーチューブ）
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/kentyu-bu.html

水害対策ニューズレター

当事務所では、頻発化・激甚化する水災害に備えるため、雨水が河川を円滑に流れ下れるよう、河川

内に溜まった土砂の掘削や繁茂した樹木の伐採、河川の断面積を広げる工事を進めていますが、そのな
かでも代表的な事業の進捗状況及び工事概要を紹介しています。

３７



(ア) 服務規律の保持、コンプライアンスの遵守を徹底し、職員が一丸となって県民に信頼さ
れる組織づくりに努めます。

(イ） 働きやすく、来庁者にも配慮した職場環境等の改善に取り組みます。
(ウ） 常に県民の視点に立ち、県民の望むサービスを提供する現場主義を徹底していきます。

３８

(ア) 日頃から職員相互のコミュニケーションに努め、健康や業務の状況を把握します。
(イ) 有給休暇の取得や残業時間の縮減などにより、ワークライフバランスの実現に向けて取

組みます。
(ウ) 膨大な業務量を円滑に執行するため、発注者支援制度を活用するなど、組織体制を確保

するとともに、効率的な事業執行を図り職員の業務負担を軽減します。

令和３年度組織運営目標２

◆ 職員一人一人が服務規律を厳正に保持し、土木部スタンダードに基づく行動を実践

するとともに、学習する組織づくりに取り組み、県民から信頼される活力に満ちた組織
を目指します。

ア 県民から信頼される組織

（１）基本方針

（２）組織運営目標

イ 職員の意識・意欲の向上

土木部スタンダード（行動基準）の実践

(ア) 現場主義で職員のニーズに合った職場内研修を計画的に実施し、職員のスキルアップと組
織の総合力の向上を図ります。

(イ) 所内研修会の実施のほか、業務の中で先輩職員からノウハウを習得していくようOJTを積
極的に推進し、若手職員の成長を支援します。

(ウ) 豊富な経験と知識を継承し、技術力の維持・向上へ取り組みます。
(エ) 自己研鑽に努め、質の高い県民サービスを提供していきます。

学習する組織づくり

ウ 技術力の継承と向上



土木部スタンダード（行動規準）

３９

◎ 私たちは、笑顔で挨拶、さわやかな応

対をします。

◎ 私たちは、丁寧で分かりやすい説明、

積極的な広報をします。

◎ 私たちは、相談・要望には、感謝の気

持ちで現場面談、迅速に対応します。

◎ 私たちは、原理・原則を遵守し日々の

研鑽に努め、適正な事務執行の徹底を

図ります。

◎ 私たちは、報告・連絡・相談を徹底し、

情報を共有した風通しのよい職場づく

りに努めます。

県民のみなさまへの約束

◎ 問題は一人で悩まず共有し、協力し解決

法を考えよう。

◎ ショートミーティング、文書化（見える

化）を実践し、組織力を高めよう。

◎ 「逃げない 投げない 腐らない」

そして前へ進もう。

◎ 知識を知恵に変え、現場で何ができるか

考え、地域とともにできることから

始めよう。

◎ 現場も所内もワンディ・レスポンスで。

県中建設スタッフの合言葉

内部スタンダード外部スタンダード

県中建設事務所スタンダード（行動規準）

◎ 私たちは、笑顔で挨拶、さわやかな応対をします。

◎ 私たちは、丁寧でわかりやすい説明、積極的な広報をします。

◎ 私たちは、苦情・要望には感謝の気持ちで現場面談、迅速に対応します。

◎ 私たちは、原理・原則を遵守し、日々の研鑽に努め、適切な事務執行の徹底を図ります。

◎ 私たちは、報告・連絡・相談を徹底し、情報を共有した風通しのよい職場づくりに努めます。



（１） 道路・河川パトロール

適正な道路・河川の維持管理を図るパトロール範囲

県中建設事務所 ：郡山市

三春土木事務所 ：田村市、三春町、小野町

須賀川土木事務所：須賀川市、鏡石町、天栄村

石川土木事務所 ：石川町、玉川村、浅川町、平田村、古殿町

あぶくま高原道路管理事務所：あぶくま高原道路（福島空港ＩＣ～小野ＩＣ）

道路区域、
道路施設等の
安全確認

河川区域、
河川管理施設
等の安全確認

道路パトロール

河川パトロール

現状の状況確認
（パトロール）
・道路の穴（ポットホール）
・ガードレール等の破損
・道路に近接する樹木の

支障状況等

現状の状況確認
（パトロール）
・不法占用
・ゴミの投棄・焼却
・油の流出
・護岸、階段等の点検等

異常
発見

パトロールカーによる
現場処理
・道路の小さな穴埋や

落下物の撤去等一時
的な処理

パトロールカーに
よる現場処理が
できないとき

報告

指示

指示

報告

報告

報告

事務所内の
道路補修員による
現場処理

委託業者
による
現場処理

県
中
建
設
事
務
所

３
土
木
事
務
所

１
管
理
事
務
所

４０

１ 道路・河川の維持管理

（２） 道路パトロールの広報活動

毎年8月1日から8月31日までの「道路ふれあい月間」

の行事の一環として、8月10日の「道の日」に合わせ、

道路利用者に道路の管理についての理解を深めてもらう

ため、県民の方々による「民間一日道路パトロール」を

実施しています。

令和３年度は、8月１０日(火)に、民間一日道路パト

ロールの実施を予定しています。

民間一日道路パトロール状況 （参考）

道路パトロールカー
（パトロール要員３名）

公 物 管 理
Ⅴ

県
中
建
設
・
３
土
木
事
務
所
・
１
管
理
事
務
所



４１

２ 異常気象・地震時の体制

福
島
地
方
気
象
台

警報解除

県中建設・３土木事務所・１管理事務所
水防体制
●災害情報連絡
水防、被害情報の収集、報告、連絡、広報

●巡視
道路、河川、緊急応対箇所の巡視

●水防活動
応急対策

●建築物管理
県営住宅の管理

（１） 異常気象・地震時の事務所体制

警報発令

現況報告

被害報告

企画技術総室
道路総室

河川港湾総室
都市総室
建築総室

応
急
工
事

依
頼

地域住民
市町村等 関係市町村 建設業協会

各支部

大雨・洪水
警報等

震度４以上
の地震

異常出水
災害発生

（２） 異常気象時の緊急対応

近年、冬期間にまとまった積雪が多いことから、異常気象時の緊急対応として通行車両や住民の

安全確保のため、人家連たん地区の除雪（排雪）を実施しています。

平成２６年２月豪雪の経験を踏まえ、関係機関の相互協力と臨機な対応による豪雪（緊急）時の
円滑な交通と、地域の安全・安心の確保を目的に、「県中地方冬期交通円滑化連絡協議会」を平成
２６年１２月に設立しました。
主な取組内容としては、国道、県道、市町村道の各道路管理者が相互乗り入れによる除雪作業、

緊急確保路線やＩＣアクセス道路を最優先路線として除雪作業を行うなどの除雪体制の強化に努め
ています。

除雪（排雪）前状況 除雪（排雪）中状況 除雪（排雪）後状況

情
報

状
況
確
認



４２

（３） 情報の提供

県中建設事務所ホームページのトップページに、県中地区の防災情報を公開しています。

防災情報を、道路情報、河川･土砂災害の情報、気象情報、ライブカメラに分け、情報を取得

しやすくしています。

県中建設事務所のホームページアドレス： http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/



◆地域の方々やNPO法人などの実施団体、道路（河川）管理者と地元自治体とのパートナーシップ
の形成を図ることにより以下の効果が期待されます。

１ ボランティア活動の活性化
２ 良好な道路（河川）環境の創出
３ 地域の方々や道路（河川）利用者の満足度の向上
４ 道路（河川）への愛着心と美化意欲の向上
５ 道路（河川）利用者のマナーの向上

４３

（２） 道路愛護思想の普及啓発の推進

◇ 道路愛護団体等に対する表彰 ◇
例年、道路の愛護等に関し著しい功績のあった団体及び個人に対し、国土交通大臣による

感謝状、公益社団法人日本道路協会による道路功労者表彰、福島県道路愛護会長（県知事）
表彰が行なわれています。

令和２年度は、県中建設事務所管内からは１団体が表彰されました。

「こまちみどり愛護会」（小野町） ◆国土交通大臣による感謝状◆

実施団体
地域住民、NPO

企業社員グループなど
・歩道の清掃活動
・植樹帯の維持管理活動
・その他道路美化活動

地元自治体
市 町 村

・収集ゴミの回収・処理
・実施団体と維持管理者

の連絡調査
・その他清掃活動等への支援

道路管理者
福島県・市町村

・活動をPRする看板の設置
・清掃用具等の貸与
・保険の加入
・その他清掃活動等への支援

サポート サポート

協 力

合 意

国道１１８号
（須賀川市）

あぶくま洞都路線
（田村市）

「うつくしまの道（川）・サポート制度は、地域の方々と市町村、道路（河川）管理者の三者
が協働して、道路（河川）の清掃、美化活動を行うものであり、道路（河川）への愛着心を育て
ながら、地域にふさわしい道（川）づくりを進めるものです。

道路（河川）管理者と市町村は、道路（河川）の清掃、美化活動を行う地域住民グループに対
して、清掃具の貸与、保険の加入、ゴミの回収などを支援しています。

令和３年1月末現在、県中建設事務所管内において、うつくしまの道サポート制度に2８団体、
うつくしまの川サポート制度に5団体の合計3３団体が協定を締結し、道路や河川の清掃・美化活
動を行っています。

地域の方々による道路愛護活動（清掃・美化・植栽等）の普及啓発活動をしています。

３

（１） うつくしまの道（川）・サポート制度

地域住民との協働による道路・河川の維持



４４

令和２年度の主な竣工箇所
Ⅵ

至 国道288号

着手前 完成後

至 国道288号

河川関係１

着手前 完成後

工事名：河川(交付)工事(護岸)
河川名：逢瀬川筋 箇所名：郡山市若葉町地内

着手前
完成後

工事名：河川（交付）工事（護岸）
河川名：北須川筋 箇所名：石川郡石川町屋敷ノ入地内

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：右支夏井川筋 箇所名：田村郡小野町大字谷津作地内



４５

至 国道288号

着手前 完成後

着手前 完成後

至 国道288号

着手前 完成後

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：大滝根川筋 箇所名：田村市常葉町常葉地内

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：稲川筋 箇所名：須賀川市稲地内

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：江花川筋 箇所名：須賀川市長沼地内外



着手前 完成後

着手前 完成後

４６

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：桜川筋 箇所名：田村郡三春町字一本松地内

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：牧野川筋 箇所名：田村市船引町船引地内



着手前 完成後
工事名：砂防施設工事（法面） 箇所名：黒川地区 田村市常葉町堀田字黒川地内

着手前 完成後

４７

工事名：砂防施設工事（法面） 箇所名：西今田地区 石川郡浅川町大字山白石地内

着手前 完成後

砂防関係２

３ 維持管理関係 （舗装補修・災害防除・橋梁補修）

工事名：道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）

路線名：小野郡山線（沢又橋） 箇所名：郡山市中田町高倉地内



４８

着手前 完成後

工事名：道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）
路線名：中の沢熱海線（石筵工区） 箇所名：郡山市熱海町地内

着手前 完成後

至 熱海町

..

至 熱海町

工事名：道路橋りょう整備（交付）工事（落石防護）
路線名：国道118号（西平工区） 箇所名：岩瀬郡天栄村湯本地内

着手前 完成後

工事名：河川海岸維持管理工事（河道掘削）
河川名：樋渡川筋 箇所名：田村郡三春町大字樋渡字不動滝地内



４９

着手前
完成後

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（舗装補修）
路線名：国道118号 箇所名：須賀川市高久田境地内

着手前

完成後

至 本宮市 至 本宮市

..

工事名：道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁補修）
路線名：矢吹小野線（あぶくま高原道路）
箇所名：田村郡小野町大字小野新町地内（七生根橋）

支承（A２） 支承（A2）

着手前

完成後

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）
路線名：国道２８８号（岩井沢工区） 箇所名：田村市都路町岩井沢地内



福島県県中建設事務所
〒９６３－８５４０ 福島県郡山市麓山一丁目１番１号

TEL ０２４－９３５－１４０８（代表）
FAX ０２４－９３５－１４０７

URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec.41320a/

（令和３年７月）
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